
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 117630 蔦木簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡富士見町落合２３３６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 117630 蔦木簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡富士見町落合２３３６ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 718740 下松求麻簡易郵便局 ○ 熊本県八代市坂本町西部は１９６５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 718740 下松求麻簡易郵便局 ○ 熊本県八代市坂本町西部は１９６５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 767440 末宝簡易郵便局 ○ 長崎県南島原市深江町乙１２６０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 767440 末宝簡易郵便局 ○ 長崎県南島原市深江町乙１２６０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 317620 甘田簡易郵便局 ○ 石川県羽咋郡志賀町甘田ロ－３－甲 ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 317620 甘田簡易郵便局 ○ 石川県羽咋郡志賀町甘田ロ３６－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 321470 富山中島郵便局 - 富山県富山市中島２－５－１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 321470 富山中島郵便局 - 富山県富山市中島２－４－４３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 627010 河内簡易郵便局 ○ 徳島県三好市山城町光兼４６７－３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 977800 旭川流通団地簡易郵便局 ○ 北海道旭川市流通団地２条３－４１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 977800 旭川流通団地簡易郵便局 ○ 北海道旭川市流通団地２条３－４１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 117630 蔦木簡易郵便局 ○ 長野県諏訪郡富士見町落合２３３６ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 031260 蒲生郵便局 - 埼玉県越谷市蒲生１－５－４０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 812740 仙台苦竹郵便局 - 宮城県仙台市宮城野区平成１－３－２２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R8.3.2 移転

R8.3.2 契約締結

R8.3.2 住居表示変更

R8.3.7 廃止

R8.3.2 移転

R8.3.7 廃止

R8.3.5

R8.3.1 業務変更

R8.3.1 業務変更

R8.3.1 業務変更

契約解除

別紙



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 851360 蕨岡郵便局 - 山形県飽海郡遊佐町豊岡花塚３５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 242170 坂祝郵便局 - 岐阜県加茂郡坂祝町取組４１９－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 242170 坂祝郵便局 - 岐阜県加茂郡坂祝町取組３６６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 910530 石坂郵便局 - 北海道広尾郡大樹町石坂３７５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 413530 阿倍野苗代田郵便局 - 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－１２－３１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 415330 寝屋川高柳郵便局 - 大阪府寝屋川市高柳１－７－１５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 433040 豊岡小田井郵便局 - 兵庫県豊岡市小田井町１４－２５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 950130 花石郵便局 - 北海道瀬棚郡今金町花石１４８－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 960060 山越郵便局 - 北海道二海郡八雲町山越１９７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 033390 志木上町郵便局 - 埼玉県志木市本町３－１－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 033390 志木本町郵便局 - 埼玉県志木市本町２－４－４８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 700690 阿嘉郵便局 - 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉６８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 700690 阿嘉郵便局 - 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉３８－４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

R8.3.7 廃止

R8.3.14 廃止

R8.3.14 廃止

R8.3.9 移転

R8.3.11 廃止

R8.3.14 廃止

R8.3.16 移転・改称

R8.3.14 廃止

R8.3.14 廃止

R8.3.16 移転



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 901830 旭岡郵便局 - 北海道勇払郡むかわ町旭岡６４－１６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 418320 岸和田河合簡易郵便局 ○ 大阪府岸和田市神於町３８－４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 214000 名古屋大宝郵便局 - 愛知県名古屋市熱田区大宝４－８－１１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 214210 常滑樽水郵便局 - 愛知県常滑市塩田町５－１１４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 232110 城西郵便局 -
静岡県浜松市天竜区佐久間町奥領家１６８１－
１

○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 311190 西金沢駅前郵便局 - 石川県金沢市米泉町８－６７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 311970 松任安田郵便局 - 石川県白山市安田町５２－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 321720 二口郵便局 - 富山県射水市二口１０４６－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 330260 新保郵便局 - 福井県坂井市三国町新保７－５－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 330610 新平野郵便局 - 福井県小浜市平野２８－２７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R8.3.20 廃止

R8.3.20 廃止

R8.3.17 廃止

R8.3.18 契約締結

R8.3.20 廃止

R8.3.20 廃止

R8.3.20 廃止

R8.3.20 廃止

R8.3.20 廃止

R8.3.20 廃止



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 330770 下味見郵便局 - 福井県福井市折立町１１－３２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 930230 西春別郵便局 - 北海道野付郡別海町西春別幸町１９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 940550 石倉郵便局 - 北海道茅部郡森町石倉町６２３－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 061310 深芝郵便局 - 茨城県神栖市深芝２６１３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 061310 深芝郵便局 - 茨城県神栖市深芝２６１１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 417690 堺福田西郵便局 - 大阪府堺市中区福田８１５－６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 417690 堺福田西郵便局 - 大阪府堺市中区陶器北１６７－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 640800 大川郵便局 - 高知県土佐郡大川村小松５２－８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 640800 大川郵便局 - 高知県土佐郡大川村小松８６－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 513780 柿浦郵便局 - 広島県江田島市大柿町柿浦１９６１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 551460 楢崎郵便局 - 山口県下関市菊川町楢崎７６４－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 551870 萩橋本郵便局 - 山口県萩市橋本町３－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 552690 下関豊前田郵便局 - 山口県下関市豊前田町２－３－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

R8.3.20 廃止

R8.3.20 廃止

R8.3.23 移転

R8.3.23 移転

R8.3.20 廃止

R8.3.23 移転

R8.3.27 廃止

R8.3.27 廃止

R8.3.27 廃止

R8.3.27 廃止



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 513930 戸野郵便局 - 広島県東広島市河内町戸野７１９－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 613110 松山柳井町郵便局 - 愛媛県松山市柳井町１－８－１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 767120 上荒川簡易郵便局 ○ 長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷３７－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 787730 出水住吉簡易郵便局 ○ 鹿児島県出水市住吉町２６－２５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 012980 小川町郵便局 - 東京都千代田区神田小川町３－２２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 067500 水戸柳河簡易郵便局 ○ 茨城県水戸市柳河町７３５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 077370 新藤原簡易郵便局 ○ 栃木県日光市藤原２８４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

契約解除

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

R8.3.31 廃止

R8.3.28 廃止

R8.3.28 廃止

R8.3.28 契約解除

R8.3.28 契約解除

R8.3.31 契約解除

R8.3.31


